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(57)【要約】
【課題】低コストで下地層の剥離を抑制できる燃料電池
用集電板を提供する。
【解決手段】燃料電池用集電板は、アルミ基材１の少な
くとも片側表面に、ニッケルめっき皮膜２が形成され、
ニッケルめっき皮膜２の上に、ニッケル－スズめっき皮
膜３を介して、貴金属めっき皮膜としてルテニウムめっ
き皮膜４が形成されている。ニッケルめっき皮膜２とル
テニウムめっき皮膜４との間にニッケル－スズめっき皮
膜３が介在するので、ルテニウムめっき皮膜４を形成す
る際に、下地のニッケルめっき皮膜２が剥離するのを抑
制できる。また、中間層にパラジウムめっき皮膜よりも
安価なニッケル－スズめっき皮膜３を用いたので、低コ
ストで燃料電池用集電板を製造できる。また、貴金属め
っき皮膜としてルテニウムめっき皮膜４を使用したので
、貴金属めっき皮膜として金めっき皮膜を用いた場合よ
りも低コストで燃料電池用集電板を製造できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
燃料電池セルが複数積層されたセル積層体の両端に配設されて電流を取り出すのに用いる
燃料電池用集電板であって、母体金属からなる基材の少なくとも片側表面に、ニッケルめ
っき皮膜が形成され、前記ニッケルめっき皮膜の上に、ニッケル－スズめっき皮膜を介し
て、貴金属めっき皮膜が形成されている燃料電池用集電板。
【請求項２】
前記貴金属めっき皮膜は、ルテニウムめっき皮膜である請求項１の燃料電池用集電板。
【請求項３】
前記ルテニウムめっき皮膜および前記ニッケル－スズめっき皮膜が、電解めっき処理によ
り形成されたものである請求項２に記載の燃料電池用集電板。
【請求項４】
前記ニッケル－スズめっき皮膜の膜厚が０．１～０．２μｍであり、前記貴金属めっき皮
膜の膜厚が０．０５～０．１μｍである請求項１から３のいずれか１項に記載の燃料電池
用集電板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃料電池セルが複数積層されたセル積層体の両端に配設されて電流を取り出
すのに用いる燃料電池用集電板に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、クリーンで効率的なエネルギー源として、燃料電池が期待されている。固体高分
子形燃料電池は、燃料極及び空気極で電解質膜を挟んだＭＥＡ（Membrane of Electrolyt
e Assembly）と、ＭＥＡと当接する面に反応ガス流路が形成された一対のセパレーターと
、この一対のセパレーター間に介在し反応ガスが外に漏れないようにＭＥＡの周囲を封止
するシール部材としてのガスケットとを備えた燃料電池セルを有する。
【０００３】
　そして、この燃料電池セルは、通常、発電量増加のため複数積層させており、このセル
積層体の積層方向の両端に集電板を設けて電流を取り出すようにしている。
【０００４】
　この集電板は、燃料電池セルで発電した電流を効率よく回収する役割を担っている。そ
のため、集電板には導電性が良い金属材料が使用されている。
【０００５】
　しかしながら、金属表面は腐食されやすいため、時間の経過と共に集電板が腐食して、
セパレーターと集電板間の接触抵抗が増加し電流を効率的に回収できなくなる。
【０００６】
　そのために、セパレーターと接触する集電板の表面には、めっき処理が施されている。
めっき処理には、品質（めっき厚、めっきの均一性、めっきの密着性）と耐食性（耐電位
、耐環境）が兼ね備えたものが求められる。
【０００７】
　一般的に集電板の基材には銅、ステンレス鋼、アルミ板を基材に用い、めっき皮膜には
貴金属を用いることが多い。貴金属は（化１）に示す標準酸化還元電位Ｅ０（２５℃）か
ら分かるように、燃料電池使用時のような湿潤雰囲気に晒されても、腐食されにくい。
【０００８】
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【化１】

　なかでも、金は、各種金属の中で最も腐食されにくい金属であるため、めっき皮膜とし
て使用されることが多い。また、金めっき皮膜を備えた集電板は、接触抵抗が低く効率的
に電流を回収することができる。
【０００９】
　しかしながら、集電板の基材となる母材金属上に金めっき皮膜を形成すると、金めっき
皮膜のピンホールから腐食が進行して接触抵抗が増加してしまう。そのため、金めっき皮
膜の下地となるめっき皮膜が必要となる（例えば、特許文献１参照）。
【００１０】
　下地となるめっき皮膜は、緻密で均一、密着性に優れていることが求められる。無電解
ニッケルめっき皮膜は、これらの要望を満たしているために、下地めっき皮膜として多く
使用されている。
【００１１】
　燃料電池用集電板としての利用を考えた場合、コストを如何に抑えるかが大きな課題と
なっているため、高価な金めっき皮膜の使用量は、できるだけ少なくしたいという要望が
ある。
【００１２】
　しかしながら、金めっき皮膜の膜厚を薄くしてしまうと、母材金属が腐食したり、セパ
レーターとの接触抵抗が増加してしまう虞がある。
【００１３】
　そのため、燃料電池用集電板において、下地のニッケルめっき皮膜の表面に、パラジウ
ムめっき皮膜を介して、金めっき皮膜を形成することが提案されている（例えば、特許文
献２参照）。
【００１４】
　特許文献２で提案された燃料電池用集電板は、中間層のパラジウムめっき皮膜の存在に
より、金めっき皮膜の膜厚を薄くすることが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】国際公開第２０１４／２０８６１０号
【特許文献２】特開２０１３－１０５６２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　上記従来技術では、貴金属のめっき皮膜を形成する際に電解めっき液が強酸となるため
、下地のニッケルめっき皮膜の剥離が懸念されている。また、上記特許文献２で提案され
た燃料電池用集電板は、最表面には金のめっき皮膜を使用しており、また、中間層に使用
しているパラジウムも高価な金属であるため、更なるコスト低減が望まれている。
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【００１７】
　本発明は、上記従来の課題に鑑み、低コストで製造でき下地層の剥離を抑制できる燃料
電池用集電板を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記従来の課題を解決するために、本発明の燃料電池用集電板は、下地層となるニッケ
ルめっき皮膜の上に、ニッケル－スズめっき皮膜を介して、貴金属めっき皮膜が形成され
ているのである。
【００１９】
　これにより、燃料電池用集電板を低コストで製造でき、下地層となるニッケルめっき皮
膜の剥離を抑制できる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、下地層となるニッケルめっき皮膜の上に、ニッケル－スズめっき皮膜
を介して、貴金属めっき皮膜を形成したので、貴金属めっき皮膜を形成する際に、下地の
ニッケルめっき皮膜が剥離するのを抑制でき、中間層にパラジウムめっき皮膜よりも安価
なニッケル－スズめっき皮膜を用いたので、低コストで燃料電池用集電板を製造できる。
【００２１】
　また、表皮層の貴金属にルテニウムを使用した場合は、表皮層の貴金属に金を使用した
場合よりも低コストで燃料電池用集電板を製造できる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の燃料電池用集電板の一例を示す概略断面図
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　第１の発明は、燃料電池セルが複数積層されたセル積層体の両端に配設されて電流を取
り出すのに用いる燃料電池用集電板であって、母体金属からなる基材の少なくとも片側表
面に、ニッケルめっき皮膜が形成され、前記ニッケルめっき皮膜の上に、ニッケル－スズ
めっき皮膜を介して、貴金属めっき皮膜が形成されている燃料電池用集電板である。
【００２４】
　上記構成により、燃料電池用集電板におけるセパレータと接触する面が腐食するのを防
ぐことができる。また、中間層にニッケル－スズ皮膜を形成することで、表皮層の貴金属
めっき皮膜を形成する際に懸念されていた強酸電解めっき液による下地層のニッケルめっ
き皮膜の剥離を防ぐことができる。そのため、低接触抵抗および高耐食性を備えた燃料電
池用集電板を得ることができる。
【００２５】
　また、中間層にパラジウムめっき皮膜よりも安価なニッケル－スズめっき皮膜を用いた
ので、低コストで燃料電池用集電板を製造できる。
【００２６】
　第２の発明は、特に第１の発明における、前記貴金属めっき皮膜として、ルテニウムめ
っき皮膜を用いたものである。
【００２７】
　ルテニウムは、金に次ぐ耐食性と低抵抗値を備えており、白金族中で最も安価である。
そのため、ルテニウムを表皮層のめっき皮膜として使用することにより、金めっき皮膜を
使用せずに、安価に耐食性に優れためっき皮膜を形成できる。そのため、従来の性能を維
持したまま、低コストで燃料電池用集電板を製造できる。
【００２８】
　第３の発明は、特に第２の発明における、前記ルテニウムめっき皮膜および前記ニッケ
ル－スズめっき皮膜が、電解めっき処理により形成されたものである。
【００２９】
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　電解めっき処理により、純度が高く、低抵抗な膜が得られるので、表皮層のルテニウム
めっき皮膜および中間層の前記ニッケル－スズめっき皮膜は電解めっき処理によって形成
することが望ましい。
【００３０】
　第４の発明は、特に第１から第３の発明における、前記ニッケル－スズめっき皮膜の膜
厚が０．１～０．２μｍであり、貴金属めっき皮膜の膜厚が０．０５～０．１μｍである
ものである。
【００３１】
　上記膜厚のめっき皮膜を有する燃料電池用集電板は、接触抵抗が低く、耐食性に優れ、
ピンホールが発生しにくいという特徴を有する。
【００３２】
　以下、本発明の燃料電池用集電板の一実施の形態について、図面を参照しながら説明す
るが、この実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
【００３３】
　（実施の形態）
　まず、亜鉛置換処理、無電解ニッケルめっき、ニッケル－スズ合金めっき、電解ルテニ
ウムめっき、の各工程を順に行って、燃料電池用集電板の基材にめっき皮膜を作製する方
法を説明する。
【００３４】
　［亜鉛置換処理］
　アルミ基材１の片側表面および外周端面をマスクし、水酸化ナトリウム２０質量％、お
よび酸化亜鉛３．６質量％を含有する亜鉛処理液を濃度５００ｍｌ／Ｌに希釈した亜鉛浸
漬浴を用いて、アルミ基材１を２２℃で３０秒間浸漬させる。
【００３５】
　次に、アルミ基材１を水洗した後、濃度６２質量％、及び酸化亜鉛３．６質量％を含有
する亜鉛処理液を濃度５００ｍｌ／Ｌに希釈した亜鉛浸漬浴を用いて、アルミ基材１を２
２℃で３０秒間浸漬させる。
【００３６】
　再び、アルミ基材１を水洗した後、濃度６２質量％の硝酸水溶液を酸洗浴として、アル
ミ基材１を２５℃で３０秒間浸漬して、一旦、アルミ基材１の表面に形成された置換亜鉛
層を剥離させる。
【００３７】
　再び、アルミ基材１を水洗した後、再び、上記亜鉛浸漬浴を用いて、２２℃で３０秒間
アルミ基材１を浸漬させて、およそ１μｍの置換亜鉛層を形成するようにして、亜鉛置換
処理を行う。
【００３８】
　［無電解ニッケルめっき］
　亜鉛置換処理を行ったアルミ基材１を水洗した後、次亜リン酸ナトリウム１９質量％お
よび酢酸３．９質量％を含んだ薬剤と、硫酸ニッケル３６質量％を含有したニッケルめっ
き液とを、それぞれ濃度１３０ｍｌ／Ｌと４０ｍｌ／Ｌとなるように水で希釈して混合し
たニッケルめっき浴を用いて、９０℃で３５分間浸漬させる無電解ニッケルめっき処理を
行う。
【００３９】
　これにより、マスクした面と反対側のアルミ基材１の片側表面に膜厚４．７μｍのニッ
ケルめっき皮膜２が形成される。
【００４０】
　［ニッケル－スズ合金めっき］
　片側表面にニッケルめっき皮膜２が形成されたアルミ基材１を水洗した後、塩化スズ２
８ｇ／Ｌ、塩化ニッケル３０ｇ／Ｌ、ピロリン酸カリウム２００ｇ／Ｌ、グリシン２０ｇ
／Ｌ、アンモニア水５ｍｌ／Ｌ、光沢剤１ｍｌ／Ｌを混合したニッケルとスズのめっき浴
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を用いて５０℃で電解めっき処理を行う。
【００４１】
　これにより、ニッケルめっき皮膜２の上にニッケル－スズめっき皮膜３が形成される。
【００４２】
　［電解ルテニウムめっき］
　塩酸を水で希釈した液に、ニッケルめっき皮膜２の上にニッケル－スズめっき皮膜３が
形成されたアルミ基材１を１分間浸漬し、アルミ基材１の表面を活性化させる。その後、
アルミ基材１を水洗し、塩化ルテニウムを２０ｇ／Ｌ含む７５℃のルテニウムめっき浴に
浸漬し、１Ａ／ｄｍ２の電流を２分間通電することにより、電解ルテニウムめっき処理を
行う。
【００４３】
　これにより、ニッケルめっき皮膜２の上にニッケル－スズめっき皮膜３を介して膜厚９
３ｎｍのルテニウムめっき皮膜４を備えた試験用導電部材が得られる。
【実施例】
【００４４】
　（実施例１）
　アルミニウム合金材からアルミ基材１を切り出し、電解脱脂を行った。次にアルミ基材
１を水洗した後、亜鉛置換処理を行って、アルミ基材１の表面の酸化アルミ皮膜を除去し
た。次に、無電解めっき処理により、アルミ基材１の表面に膜厚２．０μｍのニッケルめ
っき皮膜２を形成させた。
【００４５】
　次に、電解めっき処理を行い、ニッケルめっき皮膜２上に中間層としてニッケル－スズ
めっき皮膜３を０．１μｍの膜厚で形成させた。最後に、電解めっき処理を行い、最表面
に（ニッケル－スズめっき皮膜３の上に）ルテニウムめっき皮膜４を形成させた。
【００４６】
　［集電板の性能評価］
　（めっき皮膜の分析評価）
　上記で得られた燃料電池用集電板のめっき皮膜の各膜厚測定は、蛍光Ｘ線膜厚計を用い
て測定した。
【００４７】
　（硝酸ばっ気試験）
　上記で得られた燃料電池用集電板について、硝酸ばっ気試験を行った。まず、貴金属め
っき皮膜（ルテニウムめっき皮膜４）の表面の汚れをエタノールで除去し、乾燥後、デシ
ケーターに硝酸を入れ、磁製板の上に燃料電池用集電板を載せて蓋をした。その後、２３
℃で１時間放置した後、燃料電池用集電板を取り出して水洗して乾燥させた。
【００４８】
　（接触抵抗測定）
  上記で得られた燃料電池用集電板について接触抵抗の測定を行った。測定の前に、荷重
を負荷して温度加速にて複合加速試験を実施した。
【００４９】
　（実施例２）
　膜厚が４．０μｍのニッケルめっき皮膜２の表面に、ニッケル－スズめっき皮膜３を膜
厚０．２μｍで形成した以外は実施例１と同様にして、実施例２の燃料電池用集電板を得
た。得られた燃料電池用集電板は、実施例１と同様に評価した。
【００５０】
　（比較例１）
　アルミ基材１の片側表面にニッケルめっき皮膜２を形成した後、ニッケルめっき皮膜２
の上にニッケル－スズめっき皮膜３を形成せずにパラジウムめっき皮膜を形成し、比較例
１に係る集電板を得た。得られた燃料電池用集電板は実施例１、実施例２と同様に評価し
た。
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【００５１】
　（評価結果）
　まず、実施例１の各めっき皮膜の膜厚は、ニッケルが２．０μｍ、ニッケル－スズが０
．１０μｍ、ルテニウムが０．０５μｍであった。
【００５２】
　実施例２の各めっき皮膜の膜厚は、ニッケルが４．０μｍ、ニッケル－スズが０．２０
μｍ、ルテニウムが０．０５μｍであった。
【００５３】
　比較例１の各めっき皮膜の膜厚は、ニッケルが５．０μｍ、パラジウムが０．０４μｍ
、金が０．０２μｍであった。
【００５４】
　次に硝酸ばっ気試験の結果を示す。実施例１、実施例２、比較例１の集電板の最表面（
表皮層）の貴金属めっき皮膜は、硝酸ばっ気試験後であっても外観不良は観察されなかっ
た。
【００５５】
　実施例１、実施例２、比較例１の接触抵抗値を（表１）に示す。
【００５６】
【表１】

　（表１）に示したように、接触抵抗値は、比較例１と比べて実施例１、実施例２共に低
下している。この結果から、本発明の燃料電池用集電板は、従来よりも、低コストで下地
層の剥離を抑制できる燃料電池用集電板を提供できるのである。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　以上のように、本発明の燃料電池用集電板は、低コストで下地層の剥離を抑制できるの
で、実用化に向けコストダウンが要求される燃料電池に好適である。
【符号の説明】
【００５８】
　１　アルミ基材
　２　ニッケルめっき皮膜
　３　ニッケル－スズめっき皮膜
　４　ルテニウムめっき皮膜
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